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(57)【要約】
　本発明は、動画を制作する方法及び装置を開示してい
る。当該方法は、動画オブジェクトを取得するステップ
と、動画オブジェクトを、対応する構造テンプレートに
バインドするステップと、構造テンプレートを動作させ
て、構造テンプレートにバインドされた動画オブジェク
トを駆動して、対応する動作をさせるステップと、を含
む。本発明の実施例によれば、ユーザは、専門的な動画
原理知識を習得する必要がなく、簡単な操作で自分の好
みの専門的な効果を有する動画を容易に創作することが
でき、操作が簡単且つ便利で、生き生きとして面白く、
適用範囲が広い。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画オブジェクトを取得するステップと、
　前記動画オブジェクトを、対応する構造テンプレートにバインドするステップと、
　前記構造テンプレートを動作させて、前記構造テンプレートにバインドされた前記動画
オブジェクトを駆動して、対応する動作をさせるステップと、
　を含む、
　動画を制作する方法。
【請求項２】
　前記構造テンプレートは、プリセットされた構造テンプレートであり、
　前記動画オブジェクトを取得するステップは、
　撮影要求に応じて、前記プリセットされた構造テンプレートを起動させるステップと、
　ターゲット被写体の画像を前記プリセットされた構造テンプレートに基本的に一致させ
た後に、前記ターゲット被写体の画像を含むソース画像を撮影するステップと、
　前記ソース画像から前記プリセットされた構造テンプレート領域内にある接続された画
素群を抽出して前記動画オブジェクトを生成するステップと、
　を含む、
　請求項１に記載の動画を制作する方法。
【請求項３】
　前記構造テンプレートは、自動的に生成された構造テンプレートであり、
　前記動画オブジェクトを取得するステップは、
　ターゲット被写体を含むソース画像を撮影して取得するステップと、
　前記ソース画像からターゲット被写体の構造を抽出し、前記構造内の線に対して簡略化
処理を行って、自動的に生成された構造テンプレートを形成するステップと、
　前記ソース画像から接続された画素群を抽出して、前記動画オブジェクトを生成するス
テップと、
　を含む、
　請求項１に記載の動画を制作する方法。
【請求項４】
　前記構造テンプレートは、手動で生成された構造テンプレートであり、
　前記動画オブジェクトを取得するステップは、
　撮影要求に応じて、ターゲット被写体の画像を含むソース画像を撮影するステップと、
　人間とコンピュータの相互作用によって前記ターゲット被写体の画像にキーポイントの
位置を入力して、前記キーポイントを接続させて、手動で生成された構造テンプレートを
形成するステップと、
　前記ソース画像から接続された画素群を抽出して、前記動画オブジェクトを生成するス
テップと、
　を含む、
　請求項１に記載の動画を制作する方法。
【請求項５】
　前記構造テンプレートは、ハンドルノードで構成され、
　前記動画オブジェクトを、対応する構造テンプレートにバインドするステップは、
　前記動画オブジェクトをメッシュ化処理するステップと、
　メッシュから前記構造テンプレート内のハンドルノードに近接するメッシュ点を選択し
、前記メッシュ点を前記メッシュ変形の拘束点として使用して、前記動画オブジェクトを
、対応する構造テンプレートにバインドするステップと、
　を含む、
　請求項１～４のいずれか一項に記載の動画を制作する方法。
【請求項６】
　前記構造テンプレートは、骨格ツリーで構成され、
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　前記動画オブジェクトを、対応する構造テンプレートにバインドするステップは、
　前記動画オブジェクトをメッシュ化処理するステップと、
　骨格ツリーをスキンする方法によって、前記動画オブジェクトを、対応する構造テンプ
レートにバインドするステップと、
　を含む、
　請求項５に記載の動画を制作する方法。
【請求項７】
　前記構造テンプレートを動作させることは、
　プリセットされた動作によって、前記構造テンプレートを動作させること、
　プリセットされた運動ルールによって、前記構造テンプレートを動作させること、
　人間とコンピュータの相互作用によって、前記構造テンプレート内のハンドルノード又
は骨格ツリー内のノードをドラッグして、前記構造テンプレートを動作させること、
　から選択される少なくとも１つである、
　請求項６に記載の動画を制作する方法。
【請求項８】
　前記動画オブジェクトは、１つ又は複数のシーン内のターゲットオブジェクトと、描画
平面上に描画されたターゲット画像と、描画平面上に配置されたターゲット物品とを含み
、
　前記描画平面は、プリセットされた背景を有する描画カード、又は、単色を背景とした
描画カードを含む、
　請求項１～４のいずれか一項に記載の動画を制作する方法。
【請求項９】
　フレーム毎に前記動画オブジェクトが動作する画面を録画するステップと、
　録画された画面に基づいて動画ファイルを生成するステップと、
　前記動画ファイルを表示及び／又は記憶するステップと、
　さらに含む、
　請求項１～４のいずれか一項に記載の動画を制作する方法。
【請求項１０】
　前記動画ファイルに背景及び／又は音声ファイルを設定するステップをさらに含む、
　請求項１～４のいずれか一項に記載の動画を制作する方法。
【請求項１１】
　動画オブジェクトを取得する動画オブジェクト取得ユニットと、
　前記動画オブジェクトを、対応する構造テンプレートにバインドする動画オブジェクト
バインドユニットと、
　前記構造テンプレートを動作させて、前記構造テンプレートにバインドされた前記動画
オブジェクトを駆動して、対応する動作をさせる動画制作ユニットと、
　を含む、
　動画を制作する装置。
【請求項１２】
　前記構造テンプレートは、プリセットされた構造テンプレートであり、
　前記動画オブジェクト取得ユニットは、
　撮影要求に応じて、前記プリセットされた構造テンプレートを起動させる第１の構造テ
ンプレート起動モジュールと、
　ターゲット被写体の画像を前記プリセットされた構造テンプレートに基本的に一致させ
た後に、前記ターゲット被写体の画像を含むソース画像を撮影する第１の画像撮影モジュ
ールと、
　前記ソース画像から前記プリセットされた構造テンプレート領域内にある接続された画
素群を抽出して前記動画オブジェクトを生成する第１の動画オブジェクト抽出モジュール
と、
　を含む、
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　請求項１１に記載の動画を制作する装置。
【請求項１３】
　前記構造テンプレートは、自動的に生成された構造テンプレートであり、
　前記動画オブジェクト取得ユニットは、
　ターゲット被写体を含むソース画像を撮影して取得する第２の画像撮影モジュールと、
　前記ソース画像からターゲット被写体の構造を抽出し、前記構造内の線に対して簡略化
処理を行って、自動的に生成された構造テンプレートを形成する第２の構造テンプレート
生成モジュールと、
　前記ソース画像から接続された画素群を抽出して、前記動画オブジェクトを生成する第
２の動画オブジェクト抽出モジュールと、
　を含む、
　請求項１１に記載の動画を制作する装置。
【請求項１４】
　前記構造テンプレートは、手動で生成された構造テンプレートであり、
　前記動画オブジェクト取得ユニットは、
　撮影要求に応じて、ターゲット被写体の画像を含むソース画像を撮影する第３の画像撮
影モジュールと、
　人間とコンピュータの相互作用によって前記ターゲット被写体の画像にキーポイントの
位置を入力して、前記キーポイントを接続させて、手動で生成された構造テンプレートを
形成する第３の構造テンプレート生成モジュールと、
　前記ソース画像から接続された画素群を抽出して、前記動画オブジェクトを生成する第
３の動画オブジェクト抽出モジュールと、
　を含む、
　請求項１１に記載の動画を制作する装置。
【請求項１５】
　前記構造テンプレートは、ハンドルノードで構成され、
　動画オブジェクトバインドユニットは、
　前記動画オブジェクトをメッシュ化処理する第１のメッシュ化処理モジュールと、
　メッシュから前記構造テンプレート内のハンドルノードに近接するメッシュ点を選択し
、前記メッシュ点を前記メッシュ変形の拘束点として使用して、前記動画オブジェクトを
対応する構造テンプレートにバインドする第１の動画オブジェクトバインドモジュールと
、
　を含む、
　請求項１１～１４のいずれか一項に記載の動画を制作する装置。
【請求項１６】
　前記構造テンプレートは、骨格ツリーで構成され、
　前記動画オブジェクトバインドユニットは、
　前記動画オブジェクトをメッシュ化処理する第２のメッシュ化処理モジュールと、
　骨格ツリーをスキンする方法によって、動画オブジェクトを対応する構造テンプレート
にバインドする第２の動画オブジェクトバインドモジュールと、
　を含む、
　請求項１５に記載の動画を制作する装置。
【請求項１７】
　前記動画制作ユニットの動作は、
　プリセットされた動作によって、前記構造テンプレートを動作させること、
　プリセットされた運動ルールによって、前記構造テンプレートを動作させること、
　人間とコンピュータの相互作用によって、前記構造テンプレート内のハンドルノード又
は骨格ツリー内のノードをドラッグして、前記構造テンプレートを動作させること、
　から選択される少なくとも１つである、
　請求項１６に記載の動画を制作する装置。
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【請求項１８】
　前記動画オブジェクトは、１つ又は複数のシーン内のターゲットオブジェクトと、描画
平面上に描画されたターゲット画像と、描画平面上に配置されたターゲット物品とを含み
、
　前記描画平面は、プリセットされた背景を有する描画カード、又は単色を背景とした描
画カードを含む、
　請求項１１～１４のいずれか一項に記載の動画を制作する装置。
【請求項１９】
　フレーム毎に前記動画オブジェクトが動作する画面を録画する動画オブジェクト録画ユ
ニットと、
　録画された画面に基づいて動画ファイルを生成して、前記動画ファイルに背景及び／又
は音声ファイルを設定する動画ファイル生成ユニットと、
　前記動画ファイルを表示及び／又は記憶する動画ファイル表示／記憶ユニットと、
　をさらに含む、
　請求項１１～１４のいずれか一項に記載の動画を制作する装置。
【請求項２０】
　素材データ及びプログラムを記憶するメモリと、
　前記メモリに記憶されたプログラムを実行するプロセッサと、
　前記動画オブジェクトが、対応する動作をすることを表示するディスプレイと、
　を備え、
　前記プログラムは、
　動画オブジェクトを取得することと、
　前記動画オブジェクトを、対応する構造テンプレートにバインドすることと、
　前記構造テンプレートを動作させて、前記構造テンプレートにバインドされた前記動画
オブジェクトを駆動して、対応する動作をさせることと、
　を前記プロセッサに実行させる、
　動画を制作する装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動画技術の分野に属し、特に、動画を制作する方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　娯楽文化の急速な発展に伴い、人々の動画に対する需要はますます増加している。通常
、プロのアニメーターが動画を制作するには、次の２つの方法がある。
【０００３】
　第１の方法：フレーム単位の動画であって、ストップモーション動画とも呼ばれる。図
１は、フレーム単位の動画を制作する流れを示す。ここで、Ｓ１１：プロのアニメーター
が動画に必要な各フレームの画面を制作する。Ｓ１２：制作した各画面をカメラで撮影し
て対応する複数枚の画像を生成する。Ｓ１３：各画像を直列に接続して動画を生成する。
このように、動画を制作するには、プロのアニメーターが動画中の各フレームの画像を制
作する必要があり、作業量が多く、作業が繰り返され、制作作業が面倒で、時間がかかる
。
【０００４】
　第２の方法：キーフレーム動画である。図２は、キーフレームの動画を制作する流れを
示す。ここで、Ｓ２１で、プロのアニメーターが動画に必要なキーフレーム画像を制作す
る。Ｓ２２で、コンピュータを用いてキーフレーム画面間の遷移フレーム画像を生成する
。Ｓ２３で、キーフレーム画像と遷移フレーム画像を直列に接続して動画を生成する。こ
の方法は、プロのアニメーターが動画に必要なキーフレーム画像だけを制作するだけでよ
いため、第１の方法よりも画像の制作作業がはるかに少ない。しかし、アニメーターは、
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コンピュータを使用してキーフレーム間の遷移フレームの画像を生成するために、様々な
キーフレーム画像間の運動ルールをよく理解する必要がある。この方法は、専門性が非常
に高く、一般的なユーザがこのような動画を制作するのには適していない。
【０００５】
　したがって、従来の動画制作方法は、専門的な美術工芸や専門的なコンピュータ科学技
術が必要であり、一般的なユーザは、プロのアニメーターが制作した動画を手動で受け入
れることしかなく、自分自身の意志に基づいて必要に応じて動画を制作することができな
かった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記の１つ又は複数の問題点に鑑みて、本発明の実施例は、動画を制作する方法及び装
置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一態様では、本発明の実施例は、動画を制作する方法を提供し、当該方法は、
　動画オブジェクトを取得するステップと、
　前記動画オブジェクトを、対応する構造テンプレートにバインドするステップと、
　前記構造テンプレートを動作させて、前記構造テンプレートにバインドされた前記動画
オブジェクトを駆動して、対応する動作をさせるステップと、を含む。
【０００８】
　別の態様では、本発明の実施例は、動画を制作する装置を提供し、当該装置は、
　動画オブジェクトを取得する動画オブジェクト取得ユニットと、
　前記動画オブジェクトを、対応する構造テンプレートにバインドする動画オブジェクト
バインドユニットと、
　前記構造テンプレートを動作させて、前記構造テンプレートにバインドされた前記動画
オブジェクトを駆動して対応する動作をさせる動画制作ユニットと、を含む。
【０００９】
　別の態様では、本発明の実施例は、動画を制作する装置を提供し、当該装置は、
　素材データ及びプログラムを記憶するメモリと、
　前記メモリに記憶されたプログラムを実行するプロセッサと、
　前記動画オブジェクトが、対応する動作をすることを表示するディスプレイと、を備え
、
　前記プログラムは、
　動画オブジェクトを取得することと、
　前記動画オブジェクトを、対応する構造テンプレートにバインドすることと、
　前記構造テンプレートを動作させて、前記構造テンプレートにバインドされた前記動画
オブジェクトを駆動して、対応する動作をさせることと、
　を前記プロセッサに実行させる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の実施例によると、ユーザは、専門的な動画の原理についての知識を習得する必
要がなく、簡単な操作だけで、自分が希望する専門的な効果を有する動画を簡単に創作す
ることができ、操作が簡単、便利であり、生き生きして面白く、適用範囲が広い。
【００１１】
　以下、本発明の実施例の技術案をより明確に説明するために、本発明の実施例で用いら
れる図面について簡単に説明する。以下に説明する図面は、本発明の一部の実施例に過ぎ
ず、当業者であれば、創造的な労力を払うことなく、これらの図面から他の図面を得るこ
とができることは、自明である。
【図面の簡単な説明】
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【００１２】
【図１】従来技術における動画を制作する方法の第１の実施例のフローチャートである。
【図２】従来技術における動画を制作する方法の第２の実施例のフローチャートである。
【図３】本発明の一実施例による動画を制作する方法のフローチャートである。
【図４】図３において動画オブジェクトを取得する第１の実施例のフローチャートである
。
【図５】図３において動画オブジェクトを取得する第２の実施例のフローチャートである
。
【図６】図３において動画オブジェクトを取得する第３の実施例のフローチャートである
。
【図７】図３において動画オブジェクトを対応する構造テンプレートにバインドする第１
の実施例のフローチャートである。
【図８】図３において動画オブジェクトを対応する構造テンプレートにバインドする第２
の実施例のフローチャートである。
【図９】本発明の一実施例に係る動画を制作する装置の機能構成を示す模式図である。
【図１０】本発明の動画オブジェクト取得ユニットの第１の実施例の機能構成を示す模式
図である。
【図１１】本発明の動画オブジェクト取得ユニットの第２の実施例の機能構成を示す模式
図である。
【図１２】本発明の動画オブジェクト取得ユニットの第３の実施例の機能構成を示す模式
図である。
【図１３】本発明の動画オブジェクトバインドユニットの第１の実施例の機能構成を示す
模式図である。
【図１４】本発明の動画オブジェクトバインドユニットの第２の実施例の機能構成を示す
模式図である。
【図１５】本発明の動画を制作する装置の第１の実施例のフレーム構成を示す模式図であ
る。
【図１６】本発明の動画を制作する装置の第２の実施例のフレーム構成を示す模式図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施例の目的、技術案及び利点をより明確にするために、本発明の実施
例における図面と併せて、本発明の実施例における技術案について明確且つ完全に説明す
る。勿論、記載された実施例は、本発明の一部の実施例であり、全ての実施例ではない。
本発明の実施例に基づいて、当業者によって創造的な労力を払うことなく得られる他の全
ての実施例は、本発明の範囲内にある。
【００１４】
　以下、本発明の様々な態様の特徴及び例示的な実施例について詳細に説明する。以下の
詳細な説明では、本発明の完全な理解を提供するために、多くの具体的な詳細が述べられ
ている。しかし、当業者にとって、本発明はこれらの詳細の一部がなくても実施できるこ
とは明らかである。以下、実施例についての説明は、単に本発明の実施例を示すことによ
り、本発明のより良い理解を提供するためである。本発明は、以下に提示される特定の構
成及びアルゴリズムに限定されるものではなく、本発明の精神から逸脱しない範囲内で、
要素、部材及びアルゴリズムの変更、置換、及び改良を含むものである。図面及び以下の
説明おいて、本発明を不必要に不明瞭にすることを避けるために、周知の構造及び技術は
示されていない。
【００１５】
　なお、添付された図面を参照して、例示的な実施形態をより全面的に説明する。しかし
、例示的な実施形態は、様々な形態で実施でき、本明細書に記載された実施形態に限定さ
れるものではないことは理解すべきである。むしろ、これらの実施形態は、本発明をより
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全面的に完全にして、例示的な実施形態の概念を当業者に完全に伝えるために提供される
ものである。また、記載された特徴、構造、又は特性は、１つ以上の実施例に任意の適切
な態様で結合することができる。以下の説明では、本発明の実施例の完全な理解を提供す
るために、多くの具体的な詳細が述べられている。しかし、いくつかの場合において、本
発明の主な技術的思想を不明確にすることを避けるために、本発明の実施形態は、公知の
構造、材料、又は動作を詳細に図示又は説明しない。
【００１６】
　なお、本願の実施例及び実施例の特徴は、互いに矛盾することなく、互いに組み合わせ
ることが可能である。以下、本発明は、添付の図面を参照して、実施例に基づいて詳細に
説明する。
【００１７】
　図３は、本発明の一実施例による動画を制作する方法のフローチャート３００である。
【００１８】
　ステップＳ３１では、動画オブジェクトを取得する。
【００１９】
　ここで、動画オブジェクトは、１つ又は複数のシーン内のオブジェクトであってもよく
、例えば、動画オブジェクトは、道路の歩行者、水槽内の魚、空の雲等であってもよい。
動画オブジェクトは、描画平面上に描画された画像であってもよいし、描画平面上に配置
された物品であってもよい。当該描画平面は、プリセットされた背景を持つ描画カードで
あってもよいし、単色を背景とした描画カードであってもよい。例えば、描画平面は、紙
、カンバス、デスクトップ等の物理的な平面にすることができる。実際の応用では、ユー
ザは、ペンで描き、色の用紙を用いて切り貼りしたり、材料を使って形を作ったり、実物
をペンディングしたりすることで、動画オブジェクトの外形を創作することができる。こ
こでいう動画オブジェクトは、人物、動物、自然に由来する様々な生物、人為的に構想さ
れた生命体、及び生命を持たないが人為的に動作を付与した物体やイメージ等が含まれる
が、これに限定されるものではない。
【００２０】
　従って、本発明の実施例は、プリセットされたカードに描いたり、或いはプリセットさ
れたカードに直接物品を配置することにより絵を形成することができ、簡単で便利なだけ
でなく、描画平面を背景にして、画面が生き生きして躍動感あり、ユーザ（特に子供たち
）の興味を高めることができる。
【００２１】
　また、本発明の実施例は、プリセットされた背景の描画カードに描画することで、動画
制作の専門性を向上させることができる。また、本発明の実施例は、単色を背景とした描
画カードに描画することができ、動画素材の製作需要量を低減し、動画制作のコストを低
減することができる。
【００２２】
　本実施例では、画像はカメラによって撮影して取得され、ユーザは、カメラ付きの機器
で能動的に撮影または固定された携帯機器で自動的に撮影することができるが、これに限
定されるものではない。
【００２３】
　本実施例では、動画を制作する方法は、フレーム単位で動画オブジェクトが一連の動作
をする画面を録画することと、録画された画面に基づいて動画ファイルを生成又は録画さ
れた画面に基づいて動画ファイルを生成して、動画ファイルの背景及び／又は音声ファイ
ルを設定することと、動画ファイルを表示及び／又は記憶することと、をさらに含む。
【００２４】
　これにより、本実施例では、動画オブジェクトをフレーム毎に録画して動画ファイルを
生成し、動画ファイルを即時に表示及び／又は記憶することにより、ユーザが、生成され
た動画ファイルをプレビューまたは繰り返して見ることができて便利である。
【００２５】
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　また、本実施例では、動画に背景や音声ファイルを設定することで、簡単な動画でプロ
フェッショナルな効果を得て、ユーザの満足度を向上させることができる。
【００２６】
　ここで、設定された背景は、カードにプリセットされた背景であってもよい。このよう
に、本実施例では、カードにプリセットされた背景を動画の背景とすることにより、動画
と背景とを調和させて、動画のプロフェッショナルな効果をさらに高めることができる。
【００２７】
　本実施例において、取得された動画オブジェクトは、それに対応する構造テンプレート
にバインドされる。具体的には、構造テンプレートは、プリセットされた構造テンプレー
ト、自動的に生成された構造テンプレート、手動で生成された構造テンプレートであって
もよいし、これら３種類のテンプレートを組み合わせて使用してもよい。動画オブジェク
トを取得する方式は、構造テンプレートの種類によって異なる可能性があるため、以下、
図４、図５及び図６の実施例を用いてそれぞれ説明する。
【００２８】
　図４は、動画オブジェクトを取得する（即ち、図３のステップＳ３１）第１の実施例の
フローチャート４００である。本実施例において、構造テンプレートは、プリセットされ
た構造テンプレートである。
【００２９】
　ステップＳ３１－１１では、撮影請求に応じて、プリセットされた構造テンプレートが
起動される。
【００３０】
　本実施例において、プリセットされた構造テンプレートは、動画オブジェクトの種類に
応じて、動画オブジェクトのフレーム構造、輪郭構造、又は骨格構造を表すことができる
。動画オブジェクトのタイプは、人物、動物、植物、及び物品等のタイプが含まれること
ができる。具体的には、動画オブジェクトのタイプは、老人、子供、若い男性、若い女性
、ネコ、犬、魚、花、鳥、及び草等のタイプであり得る。具体的な動画オブジェクトのタ
イプは、動画制作の要求に応じてパーソナライズすることができるが、この内容は限定さ
れない。
【００３１】
　本実施形態において、動画素材データベースを予め設定しておき、データベースは、動
画オブジェクトの種類に応じて異なる種類の構造テンプレートを記憶してもよい。
【００３２】
　本実施形態において、プリセットされた構造テンプレートがいずれも動画オブジェクト
とマッチングされていない場合、制作しようとする動画オブジェクトに基づいて、当該動
画オブジェクトにマッチングされている構造テンプレートを描画し、当該動画オブジェク
トにマッチングされている構造テンプレートは動画素材データベースに対応して記憶され
る。
【００３３】
　このように、本発明の実施形態は、動画素材データベースを予め設定して、当該動画素
材データベースに素材を連続的に追加することにより、素材データベース内の素材は、時
間とともにますます豊かになり、ユーザが選択できる素材がますます多くなるため、動画
の効果も向上し、専門性も向上できる。
【００３４】
　Ｓ３１－１２において、ターゲット被写体の画像とプリセットされた構造テンプレート
とを基本的にマッチングさせた後、ターゲット被写体の画像を含むソース画像を撮影する
。
【００３５】
　本実施形態において、撮影請求（要求）は、ユーザが装置に対して送信した撮影請求で
あってもよい。具体的には、ユーザは、人間とコンピュータの相互作用によって撮影アイ
コンを選択して実現することができる。人間とコンピュータの相互作用方法としては、タ
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ッチパネル上のポインティング、マウスクリック、キーボード入力、タッチパネル上での
ポインティング、又は文字、記号、色等の表示方式を用いて描画平面上又は空間内に表示
し、カメラによる録画等の方式が含まれるが、これらに限定されない。
【００３６】
　本実施例において、ユーザは、装置を手に持って、プリセットされた構造テンプレート
のガイダンスの下で、動画オブジェクトをプリセットされた構造テンプレートに基本的に
貼り合わせた後、ターゲット被写体の画像を含むソース画像を撮影することができる。カ
メラは、ソース画像の前後フレームの複数の画像を収集することができ、この画像を後続
のステップで画像抽出作業に使用することができる。
【００３７】
　本実施例において、プリセットされた構造テンプレートは、既存のデータベースから取
得してもよいし、ソフトウェアシステムの開発者（ユーザであってもよい）が動画を制作
する前に自ら設計してもよい。具体的な設計構造テンプレートは、次のように実現するこ
とができる。
【００３８】
　構造テンプレートは、オブジェクトの構造を記述する１セットのデータで構成される。
具体的には、開発者は、構造テンプレートの大まかな属性及び対応する動画オブジェクト
の外観を考え、その中から構造テンプレートを動かすハンドルノードや骨格ツリーを抽出
することができる。開発者は、構造テンプレートを設計するとともに、動画オブジェクト
の大まかな輪郭を設計し、当該輪郭をオブジェクトのプリセットされた領域で使用するこ
とにより、利用者が撮影時にターゲット被写体の画像と構造テンプレートとの整列を容易
にして、後続の動画オブジェクトの抽出操作を容易にする。構造テンプレートが記憶され
ているデータベースで、ハンドルノードは、通常２次元座標で表され、骨格ツリーは、一
つの骨格データ（骨格の長さ、親骨格情報、制限情報等を含む）からなるツリー構造デー
タである。プリセットされた領域は、輪郭ベクトルで表すことができ、例えば、犬の構造
テンプレートを定義するには、まず、手足と頭、尾にそれぞれ対応する６つのキーポイン
トを設定し、更にルートノードを腰に設定し、腰ノードは、脊椎と尾椎の２つの骨を含み
、脊椎には２つの前肢の骨と首の骨が含まれ、尾椎には２つの後肢の骨と尾の骨が含まれ
、これらの骨から骨格ツリーが構成されている。次に、プリセットされた領域として、４
本の足で立っている犬の大まかな輪郭を再び描く。
【００３９】
　本実施例において、プリセットされた構造テンプレートは、開発者が事前に設計し、動
画を制作する装置（以下、単に装置という）のデータベースに記憶されることができる。
例えば、プリセットされた構造テンプレートは、タブレット又は携帯電話のＡＰＰアプリ
ケーションに記憶されてもよく、これは、ユーザによる手動又は装置によって自動的に選
択されることができる。ユーザが手動で選択する方式は、人間とコンピュータの相互作用
を利用して装置に入力した後、再び装置によって、データベースに記憶された構造テンプ
レートを取得する様々な方式を含む。装置によって自動的に選択される方式は、開発者が
構造テンプレートに対応するアクティベーション条件をデータベースに記憶しなければな
らない。装置は、画像解析の手段を用いて、動画オブジェクトの形状特徴、例えば、突出
した部分の位置、数や輪郭全体の面積、高さを抽出して、動画オブジェクトの輪郭を分類
し、採用するテンプレートを選択することができる。例えば、装置は、動画オブジェクト
の全体輪郭形状の下方の突出部分の数に基づいて、足の数を判断するとともに、形体の高
さを利用して直立状態かクロール状態かを補助的に判断し、この動画オブジェクトは、直
立した人間の構造テンプレート、又は四足の爬虫類の構造テンプレートを使用するかどう
かを判断する。
【００４０】
　本実施例において、プリセットされた構造テンプレートを起動することにより、ソース
画像を撮影するとき、ターゲット被写体の画像がプリセットされた構造テンプレートに基
本的に貼り合わせられた後に、ユーザが画像を撮影するように誘導することができる。こ
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の設計により、後続の段階で動画オブジェクトを直接に構造テンプレートにバインドし易
くなるため、動画オブジェクトを構造テンプレートに整列するステップを減少させ、デー
タ演算の処理量を減少することができ、動画オブジェクトを構造テンプレートにバインド
する成功率を向上させ、結果的に、動画制作の効果及び品質を向上させることができる。
【００４１】
　本実施例において、具体的な撮像機器または装置は、カメラを内蔵又は接続可能な演算
デバイスであってもよく、コンピュータ、携帯電話、タブレットＰＣ、各種携帯型演算装
置、固定式体験装置等が含まれるが、これらに限定されるものではない。装置又はデバイ
スは、動画作品をプレビューして、最終的にレンダリングするためのディスプレイスクリ
ーン、プロジェクタ等の表示装置をさらに有することができる。
【００４２】
　ステップＳ３１－１３では、ソース画像からプリセットされた構造テンプレート領域内
にある接続された画素群を抽出し、動画オブジェクトを生成する。
【００４３】
　本実施形態において、動画オブジェクトは、一つ又は複数の接続された領域に含まれる
全ての画素で構成されているため、画像解析の手法により、ソース画像中の動画オブジェ
クトを抽出することができる。具体的には、プリセットされた領域内（例えば、プリセッ
トされた構造テンプレートが位置する領域内）の画素に対して輪郭探索やモルフォロジー
処理を行い、接続された画素群を動画オブジェクトとして抽出することができる。プリセ
ットされた領域内に条件を満たしている画素群がない場合、動画オブジェクトの抽出は失
敗する。このような場合には、ソース画像を再撮影し、ソース画像から動画オブジェクト
を再抽出することができる。
【００４４】
　図５は、動画オブジェクトを取得する（即ち、図３のステップＳ３１）第２の実施例の
フローチャート５００である。本実施例において、構造テンプレートは、自動的に生成さ
れた構造テンプレートである。
【００４５】
　ステップＳ３１－２１では、ターゲット被写体を含むソース画像を撮影して取得する。
【００４６】
　本実施例において、装置は、デバイス内のカメラで描画平面又はシーンを撮影し、装置
が各フレーム画像を自動的に取得して分析するように、デスクトップ又は床に固定されて
もよい。例えば、描画平面やシーンにおいて一定時間内に物体の動きがないと、ユーザの
描画や配置の動作が完了したと判断し、装置は、その時点の画像をソース画像として選択
する。ここで、一定時間内に物体の動きがないと判断する方法は、フレーム差分法、オプ
ティカルフロー法等のコンピュータ画像解析における様々な動き検出法によって実現する
ことができる。
【００４７】
　ステップＳ３１－２２では、ソース画像からターゲット被写体の構造を抽出し、構造内
のラインに簡略化処理を施して、自動的に生成された構造テンプレートを制作する。
【００４８】
　本実施例において、自動的に生成された構造テンプレートは、一般的な形状解析アルゴ
リズムを用いて、接続された領域の骨格を抽出し、骨格において長さが短すぎる線を除去
し、近似法により骨格のラインをキーポイントの少ない折り線に単純化することができる
。構造テンプレートの実現方法が異なるに応じて、単純化された推定ラインを異なるタイ
プの構造テンプレートに変換することができる。当該実現方法は、例えば、骨格ラインの
交点を選択してハンドルノードとして使用したり、又は中心の交点を選択してルートノー
ドとして使用することができる。他の交点に対しては、ルートノードによって生成された
ツリーを骨格等にすることができる。
【００４９】
　ステップＳ３１－２３では、ソース画像から接続された画素群を抽出し、動画オブジェ
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クトを生成する。
【００５０】
　本実施例において、全自動的なオブジェクト抽出には、様々な方法があり、具体的には
、様々な画像分割アルゴリズムを用いて、画像における一定の条件を満たしている（例え
ば、画素の色が均一で、ソース画像の中心付近に位置する）最大接続領域の画素を抽出す
ることができる。手動でキャプチャされたソース画像の場合、ソース画像に基づいて捕捉
されたフレームシーケンス内の前後のフレームから背景を減算して前景を抽出して、前景
の画素を動画オブジェクトとすることができる。
【００５１】
　なお、ステップＳ３１－２２及びステップＳ３１－２３は、順序関係を変換することが
できる。即ち、本方法は、まず動画オブジェクトを抽出した後、構造テンプレートを自動
的に生成してもよく、まず構造テンプレートを自動的に生成した後、動画オブジェクトを
抽出してもよい。この方法の両方とも本実施例の範囲内にある。
【００５２】
　図６は、動画オブジェクトを取得する（即ち、図３のステップＳ３１）第３の実施例の
フローチャート６００である。本実施例において、構造テンプレートは、手動で生成され
た構造テンプレートである。
【００５３】
　ステップＳ３１－３１では、撮影請求（要求）に応じて、ターゲット被写体の画像を含
むソース画像を撮影する。
【００５４】
　当該ステップの実現方法は、上記の方法を参照してもよく、この態様の詳細な説明は省
略する。
【００５５】
　ステップＳ３１－３２では、人間とコンピュータの相互作用（例えば、タッチパネル上
のポインティング）によって、ターゲット被写体の画像にキーポイント（例えば、ハンド
ルノードや骨格ルートノード、サブノード等）の位置を入力して、キーポイントを接続さ
せて、手動で生成された構造テンプレートを形成する。
【００５６】
　本実施例において、構造テンプレートがユーザによって手動で生成される又は装置によ
って自動的に生成される場合、装置によるオブジェクトの抽出方法は、全自動または半自
動であり得る。半自動の方法は、全自動に基づいて、ユーザの案内のもとに装置が抽出す
る方法である。例えば、ユーザが赤色の水彩ペンで描かれた輪郭のうちの一部をオブジェ
クトとすると、装置は、パターン認識の方法を利用して、輪郭の色を分類し、自動的に抽
出された画素群のうちの赤色の輪郭を有する領域を選別して、この領域内の画像だけをオ
ブジェクトとして選択する。
【００５７】
　いくつかのオプションの実施例において、上記３つのケース（プリセットされた構造テ
ンプレート、自動的に生成された構造テンプレート、及び手動で生成された構造テンプレ
ート）を異なる程度で組み合わせることができる。以下、プリセットされた構造テンプレ
ートと自動的に生成された構造テンプレートとを組み合わせた実現形態の例を挙げて説明
する。
【００５８】
　まず、例えば、四足動物、直立した人間等の構造テンプレートのトポロジー構造を予め
定義する。次に、動画オブジェクトの胴体と四肢の長さは、自動的に生成することによっ
て実現される。具体的には、オブジェクトのトポロジー骨格が抽出された後、該当部分の
骨格線の長さを計算することにより、予め定義された骨格がオブジェクトにより適するよ
うになる。
【００５９】
　ステップＳ３１－３３において、ソース画像から接続された画素群を抽出し、動画オブ
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ジェクトを生成する。
【００６０】
　当該ステップの実現方法は、上記方法を参照してもよく、ここで詳細な説明は省略する
。
【００６１】
　なお、ステップＳ３１－３２及びステップＳ３１－３３は、順序関係を変更することが
できる。すなわち、本方法は、まず動画オブジェクトを抽出した後、手動で構造テンプレ
ートを生成してもよく、まず手動で構造テンプレートを生成した後、動画オブジェクトを
抽出してもよい。この方法の両方とも本実施例の範囲内にある。
【００６２】
　再び図３を参照すると、ステップＳ３２では、動画オブジェクトは、対応する構造テン
プレートにバインドされる。当該ステップは、以下の２つの実施例によって詳細に説明さ
れる。
【００６３】
　図７は、図３において動画オブジェクトを対応する構造テンプレートにバインドする（
即ち、図３のステップＳ３２）第１の実施例のフローチャート７００である。本実施例に
おいて、構造テンプレートは、ハンドルノードで構成される。
【００６４】
　ステップＳ３２－１１では、動画オブジェクトをメッシュ化処理する。
【００６５】
　本実施例において、動画オブジェクトをメッシュ化処理し、ここで、用いられるメッシ
ュ形状は、三角形、四角形、又は他の不規則な形状としてもよい。具体的には、当該メッ
シュ化処理は、任意の一般的なメッシュ化アルゴリズムによって実現することができるが
、これらに限定されるものではない。
【００６６】
　ステップＳ３２－１２では、構造テンプレートのハンドルノードに近いメッシュ点をメ
ッシュ内で選択し、メッシュ点をメッシュ変形の拘束点として用いて、動画オブジェクト
を対応する構造テンプレートにバインドする。
【００６７】
　本実施例において、構造テンプレートは、ハンドルノードで構成される。通常、構造テ
ンプレートには、いくつかのハンドルノードが設けられ、各ハンドルノードは、それぞれ
構造テンプレート内の１つのコンポーネントを制御する。ハンドルノードの機能は、動物
の関節に似ており、例えば、人間の構造テンプレートにおける膝関節のハンドルノードは
、骨格の脚の動きを制御することができる。メッシュで構造テンプレートのハンドルノー
ドに近いメッシュポイントを選択することは、オイラー距離を計算する方法で実現するこ
とができる。メッシュポイントをメッシュ変形の拘束点として追加する場合、あるハンド
ルノードは一定の距離内でメッシュポイントがないと、動画オブジェクトと構造テンプレ
ートとのバインドが失敗する。この場合、メッシュポイントを再選択して、動画オブジェ
クトを対応する構造テンプレートに再バインドすることができる。成功的にバインドされ
たメッシュポイントは、ハンドルノードの動きに追従して動き、その具体的な実現形態は
、メッシュポイントがハンドルノードの動きベクトルを完全にコピーすることによって実
現することができる。
【００６８】
　いくつかのオプションの実施例において、動画オブジェクトは、構造テンプレートにバ
インドされる前に、構造テンプレートと整列されることができる。
【００６９】
　構造テンプレートが装置によって自動的に生成される場合、又はユーザによって手動で
制作される場合、構造テンプレートにおけるキーポイントは元々現在の動画オブジェクト
に基づいて生成されるため、それらの位置は既に正確に整列されているので、整列する操
作を再度行う必要がない。構造テンプレートが完全に予め定義されている場合、まず構造
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テンプレートを動画オブジェクトのプリセット位置に移動させなければならない。この処
理方法は、次の２つの状況に分けられる。
【００７０】
　プリセットされたオブジェクト領域の指示の下でユーザによってソース画像が撮影され
ると、データベース内の予め定義された構造テンプレートがプリセットされたオブジェク
ト領域に既に整列されており、動画オブジェクトがプリセットされたオブジェクト領域に
合致しているため、構造テンプレートと動画オブジェクトとは人工的に整列されているこ
とに相当し、この場合、構造テンプレートを再度整列させる必要がない。
【００７１】
　ソース画像がオブジェクト領域の指示の下で取得されてなければ、装置は、動画オブジ
ェクトの領域とオブジェクトの座標、サイズ、輪郭の主軸の傾きをそれぞれ計算し、計算
結果に基づいて座標系に必要な変位、比例、角度を整列して、構造テンプレートがオブジ
ェクトと整列されるように、水平移動、ズーム、回転等の手段によってオブジェクト領域
を動画オブジェクトに合致する位置に移動させる。
【００７２】
　図８は、動画オブジェクトを対応する構造テンプレートにバインドする（即ち、図３の
ステップＳ３２）第２の実施例のフローチャートである。本実施例において、構造テンプ
レートは、骨格ツリーで構成される。
【００７３】
　ステップＳ３２－２１では、動画オブジェクトをメッシュ化処理する。
【００７４】
　なお、「動画オブジェクトをメッシュ化処理する」操作は、別のステップにも表れても
よく、このような同一又は類似する内容については、同じ実現形態を用いてもよく、異な
る実現形態を用いてもよく、これらに限定されるものではない。
【００７５】
　ステップＳ３２－２２では、骨格ツリーをスキンする方法を用いて、動画オブジェクト
を対応する構造テンプレートにバインドする。
【００７６】
　本実施例において、他のバインド方法によって動画オブジェクトを構造テンプレートに
バインドすることも可能であり、具体的には、構造テンプレートの種類に応じて個性化の
設定を行うことができる。
【００７７】
　再び図３を参照すると、ステップＳ３３では、構造テンプレートを動作させて、構造テ
ンプレートにバインドされた動画オブジェクトを駆動して対応する動作をさせる。
【００７８】
　本実施例において、構造テンプレートは、プリセットされた動作によって対応する動作
をすることができる。或いは、構造テンプレートは、プリセットされた運動ルールによっ
て対応する動作をすることができる。さらに、人間とコンピュータの相互作用の入力によ
って、構造テンプレート内のハンドルノードや骨格ツリー内のノードをドラッグして、対
応する動作をすることができる。以下、上記の状況を１つずつ説明する。
【００７９】
　まず、構造テンプレートがプリセットされた動作系列に基づいて一連の動作をする実現
形態について説明する。
【００８０】
　本実施例において、プリセットされた動作は、１つ、一連、１セット、又は複数のセッ
トの設計された動作であってもよい。各プリセットされた構造テンプレートについて、１
つ、一連、１セット、又は複数のセットの動作を記憶することができる。動画動作の選択
は、ユーザが手動で選択するか、装置によってランダムに割り当てることができる。動作
は、構造テンプレートの動き及び変形の状況を示すことができる。具体的には、構造テン
プレート内のハンドルノードのキーフレーム内での変位、又はキーフレーム内での骨格の
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動きによって表現することができる。プリセットされた動作は、開発者が各キーフレーム
でハンドルノード又は骨格ツリーの変化データを事前に記録したものであってもよい。動
画データは、各キーフレームで各ハンドルノードの動きベクトル、又は各キーフレームで
骨格の変位回転量である。具体的には、開発者は、動作を設計する際に、動画オブジェク
トの標準画像を描画し、構造テンプレートを標準画像にバインドし、構造テンプレート中
のキーポイントをドラッグし、標準キャラクタを動かせて動画をプレビューすることがで
きる。プリセットされた動作は、制作しようとする動画のオブジェクトの感情タイプを表
現するための動作、又は制作しようとする動画のオブジェクトの運動タイプを表現するた
めの動作を含むことができる。
【００８１】
　いくつかのオプションの実施例において、骨格モデルの動作によってオブジェクトが対
応する動作をする実現形態は、以下の通りである。
【００８２】
　オブジェクトの形状に基づいてメッシュ又は三角形パッチを作成し、構造テンプレート
内のハンドルノードにメッシュ又は三角形パッチを拘束させ、移動と変形を起こす。或い
は、オブジェクトをテクスチャとしてメッシュや三角パッチに貼り付けると、オブジェク
トは構造テンプレート内のハンドルノードに拘束され、動作を形成する。
【００８３】
　ここで、メッシュや三角パッチの頂点座標の決定形態は、空間を複数の領域に分割し、
ある点の座標を予め設定して、関数、微積分、行列等で他の座標を決定する等の形態で実
現することができる。
【００８４】
　より専門的な動画効果を得るには、オブジェクトの内部に複数のハンドルノードを設定
し、ハンドルノードを運動の重要な部位（例えば、人体の関節部位）に配置した後、プレ
ビューされた動画効果に基づいて、ハンドルノードの増加、削除又は位置を移動させる。
具体的には、複数回の調整によって最適な効果に達することができる。
【００８５】
　開発者は、各オブジェクトに対して複数の四肢動作を設計することができる。装置は、
オブジェクトの感情タイプに応じて直接に１つ又は複数の適当な肢の動作を適用し、骨格
構造がオブジェクトを率い動くようにして、動画を形成する。開発者は、予め定義された
動作を使用せずに、様々な人間とコンピュータの相互作用の手段によってカスタマイズさ
れた動作を実現することもできる。
【００８６】
　具体的には、動作は、ハンドルノードの位置を記憶するキーフレームシーケンスから構
成されてもよく、計算装置に予め記憶されたハンドルノードの位置及び各キーフレーム内
の変位は、開発者によって自由に設計することができる。開発者によって作成された動画
データは、標準画像にバインドしてプレビューし修正することがある。動画の制作過程で
、表示される画像は、標準的な画像ではなく、ユーザにより描画された画像であってもよ
く、もちろん、例えばネットワークからダウンロードした画像等の他のルートから取得さ
れた画像であってもよい。ユーザが描画された絵を撮影して構造テンプレートにバインド
すると、装置は、ハンドルノードの動きをオブジェクトのメッシュまたは三角パッチのノ
ードにマッピングさせ、構造テンプレートがプリセットされた動作に従って動画オブジェ
クトを動かすように駆動することができる。構造テンプレートは、設計する時にできるだ
け少ないハンドルノードを使用し、ハンドルノードの初期位置間隔をできる限り大きくし
て、肢体部品同士の衝突を回避しながら、オブジェクトの動作がさらに自由になるように
しなければならない。
【００８７】
　次に、プリセットされた運動ルールに基づいて、構造テンプレートが動作する実現形態
について説明する。
【００８８】
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　自動的に動画を制作する形態は、ハンドルノード又は骨格が特定のルールに従って自己
的に運動することができる。例えば、重力による運動は、運動ルールの一種であり、これ
に対応する動画を自動的に制作する形態は、ハンドルノードや骨格が一定の質量を持って
おり、シミュレートされた実際の重力フィールドの下で、ハンドルノードまたは骨格が自
ら垂れ下がって動作を形成することができる。当該自動ルールによってノードを駆動させ
動作を実現する方法は、一般的に市販されている物理エンジン装置によって実現すること
ができる。
【００８９】
　次に、人間とコンピュータの相互作用の入力手段によって構造テンプレート内のハンド
ルノードまたは骨格ツリー内のノードをドラッグして動作する実現形態について説明する
。具体的には、ユーザは、人間とコンピュータの相互作用の入力手段を利用して、例えば
、マウスまたはタッチでハンドルノード又は骨格ノードをドラッグして、ユーザの所望の
動作を生成することができる。
【００９０】
　本実施例において、上記３種類の形態を任意に組み合わせることも可能であり、その実
現形態は以下のようになる。
【００９１】
　具体的には、ユーザは、自動的に動画を制作する形態と手動で動画を制作する形態とを
組み合わせることができる。構造テンプレートのノードは常に重力場の作用を受けており
、ユーザは、インタラクション手段でノードに外力を加えることができるし、装置は、自
動及び手動の力の重ね合わせによって生成された効果をシミュレーションして、動画を制
作することができる。
【００９２】
　本実施例において、装置は、動画データを構造テンプレートに適用して、動画オブジェ
クトを率いて動かせる。具体的には、構造テンプレートによって、動画オブジェクトが構
造テンプレートによって駆動される実現形態も異なる。
【００９３】
　第１の実現形態は、以下の通りであってもよい。構造テンプレートがハンドルノードに
よって実現されている場合、ハンドルノードの動きベクトルは、そのノードにバインドさ
れている拘束点に直接渡され、拘束点が変位する。現在のフレームにおいて、すべての拘
束点の変位が完了すると、装置は、拘束点の位置の変化に基づいて各頂点の位置を再計算
し、変形されたメッシュを生成する。拘束頂点の位置を計算するアルゴリズムは、任意の
合理的な方法で実現することができるが、これらに限定されるものではない。装置は、動
画オブジェクトの画素群をテクスチャとして、変化されたメッシュにマッピングさせるこ
とで、このフレームにおける動画オブジェクトの動きの変化を完成する。
【００９４】
　第２の実現形態は、以下の通りであってもよい。構造テンプレートが骨格ツリーによっ
て実現されている場合、骨格関節の動きによって骨格全体が動かされ、骨格がその上にバ
インドされているスキンメッシュを率いて変位且つ変形させる。具体的な実現形態は、任
意の一般的なアルゴリズムを使用することができるが、これらに限定されるものではない
。
【００９５】
　他の形態の構造テンプレートは、任意の適切なアルゴリズムで実現することができる。
通常の実現形態において、動画データには動作のキーフレームデータのみが含まれ、キー
フレーム間の他の遷移フレームでは、数学的補間によって計算できる。
【００９６】
　装置は、ユーザが別の動画アクションを再選択するまで自動的に動画を繰り返し、又は
ユーザが別の動画オブジェクトを再取得した後に再び自動的に動画を繰り返すことができ
る。
【００９７】
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　なお、上記図３～図８で説明した操作内容は、異なる度合い、異なる組み合わせで適用
することができるが、簡単にするために、様々な組み合わせの実現形態については説明を
省略する。当業者であれば、上記の操作手順の順序を、実際のニーズに応じて柔軟に調整
したり、上記の手順を柔軟に組み合わせたりすることができる。
【００９８】
　以上、動画を制作する各実施例は、主に装置の観点から詳細に説明したが、以下では、
主にユーザの視点から動画を制作する方法について詳細に説明する。
【００９９】
　まず、制作しようとする動画のオブジェクトにマッチングするプリセットされた構造テ
ンプレートを選択する。
【０１００】
　次に、制作しようとする動画のオブジェクトをプリセットされた構造テンプレートにバ
インドする。
【０１０１】
　そして、プリセットされた構造テンプレートの所定の動作系列を選択し、所定の動作系
列の動作に基づいて、プリセットされた構造テンプレートは、制作しようとする動画のオ
ブジェクトが対応する動作を行うようにする。
【０１０２】
　本発明の要点を簡単にし、曖昧にしないために、以下は、子供ユーザにより２つの簡単
な動画を制作することを例として動画を制作する実現形態を説明する。当業者であれば、
動画の内容を充実させるために、動作の数を増やして最適化することができることは理解
すべきである。
【０１０３】
　第１の実施例は、子供が犬の動きを制作する動画の実現形態である。
【０１０４】
　まず、子供は、手でタブレットをタッチする形態でオブジェクトのタイプを選択、即ち
犬を選択して、犬の画像を犬の構造テンプレートにバインドする。
【０１０５】
　次に、子供は、手でタブレットをタッチする形態で感情のタイプを選択、即ち欲求不満
を選択すると、タブレットの画面には犬が頭を下げてうつ伏せになっている、犬の欲求不
満の動画が表示される。
【０１０６】
　第２の実施例は、子供が小さなボールをたたく動画を制作する実現形態である。
【０１０７】
　まず、子供は、手でタブレットをタッチする形態でオブジェクトの輪郭を選択、即ち円
形を選択して、小さいボールの画像を円形の構造テンプレートにバインドする。
【０１０８】
　次に、子供は、手でタブレットをタッチする形態で動作のタイプを選択、即ち跳ね上が
る動作を選択すると、タブレットの画面には、小さいボールが空中に跳ね上がった後、地
面に着地して、また空中に跳ね上がる小さなボールの跳ね上がる動画が表示される。
【０１０９】
　ユーザは、子供以外の他のユーザ、例えば、青年、中年、及び老人であってもよい。実
際に動画の制作が簡単で面白いため、当該方法は探索が好きで創作が趣味である子供たち
にとって、より魅力的に利用されることができる。これらの子供たちは、プロのアニメー
ターが習得しなければならない動画原理の知識を身につけることなく、簡単な選択操作だ
けで好きな動画を容易に作成することができる。
【０１１０】
　いくつかのオプションの実施例において、プリセットされた動画素材データベースに、
動画オブジェクトのタイプ別に異なるタイプの構造テンプレートを記憶することができる
。オブジェクトのタイプは、人物、動物、植物、及び物品等を含むことができる。特定の
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オブジェクトのタイプは、老人、子供、若い男性、若い女性、ネコ、犬、魚、花、鳥、及
び草等であり得る。また、オブジェクトのタイプは、動画制作の必要に応じてカスタマイ
ズすることも可能であり、その内容は限定されない。
【０１１１】
　いくつかのオプションの実施例において、プリセットされた動画素材データベースには
、動画オブジェクトの異なる輪郭形状ごとに、輪郭形状に対応する構造テンプレートを記
憶することができる。オブジェクトの輪郭形状は、円形、正方形、長方形、星形、環状等
であってもよい。このオブジェクトの輪郭形状は平面的な形状だけでなく、立体的な形状
であってもよく、具体的な輪郭の形状は、動画制作の必要に応じてカスタマイズすること
ができるが、これらに限定されるものではない。
【０１１２】
　いくつかのオプションの実施例において、感情のタイプは、喜び、失望、静か、怒り、
嘆き、悲しみ、憂い、憤慨、いらいら、恐怖、恐れ、恭敬、可愛がり、憎しみ、貪欲、嫉
妬、傲慢、慚愧及び恥辱のうちの１つ以上であり得る。オブジェクトの感情のタイプは、
オブジェクトの動作によって表すことができ、ユーザは、オブジェクトの感情のタイプを
選択することで対応する動作データを呼び出す。例えば、動画オブジェクトが犬であり、
ユーザが喜びを選択すると、犬は尻尾を振ってぐるぐる回る。オブジェクトのタイプ及び
感情のタイプは、オブジェクトの身長、足の数、又はオブジェクトの体の明暗、色等のオ
ブジェクトの特徴に基づいて、装置によって自動的に選択されてもよい。ここでの自動選
択は、例えば、オブジェクトを直立歩行動物と四足歩行動物とに簡単に分類する、簡単な
場合に特に適している。足の数は、全体形状の下の分岐数だけで簡単に判断することがで
き、形体の高さで直立歩行状態であるかクロール状態であるかを補助的に判断した後、直
立歩行又はクロールの動作を簡単に与える。
【０１１３】
　本発明の実施例によると、ユーザは、専門的な動画原理知識を習得する必要がなく、簡
単な操作で自分の好きな専門的な効果を有する動画を簡単に創作することができ、操作が
簡単且つ便利で、生き生きして面白く、適用範囲が広い。
【０１１４】
　また、本発明の実施例は、自己的に創作した画像を撮影し、画像から動画オブジェクト
を抽出して動画制作に用いられるため、簡単且つ便利で、興味深く、絵画と動画の制作を
組み合わせることで、子供たちに特に適している。
【０１１５】
　図９は、本発明の一実施例の動画を制作する装置の機能構成を示す模式図９００である
。
【０１１６】
　図９に示すように、動画を制作する装置は、動画オブジェクト取得ユニットと、動画オ
ブジェクトバインドユニットと、動画制作ユニットとを含み得る。
【０１１７】
　動画オブジェクト取得ユニットは、動画オブジェクトを取得するのに用いられてもよい
。動画オブジェクトバインドユニットは、動画オブジェクトを対応する構造テンプレート
にバインドするのに用いられてもよい。動画制作ユニットは、構造テンプレートを動作さ
せて、構造テンプレートにバインドされた動画オブジェクトを駆動して対応する動作をさ
せることができる。
【０１１８】
　図１０は、本発明の動画オブジェクト取得ユニットの第１の実施例の機能構成を示す模
式図１０００である。図１０に示すように、動画オブジェクト取得ユニットは、第１の構
造テンプレート起動モジュールと、第１の画像撮影モジュールと、第１の動画オブジェク
ト抽出モジュールとを含むことができる。第１の構造テンプレート起動モジュールは、撮
影請求（要求）に応じてプリセットされた構造テンプレートを起動させるのに用いられて
もよい。第１の画像撮影モジュールは、ターゲット被写体の画像をプリセットされた構造



(19) JP 2019-528544 A 2019.10.10

10

20

30

40

50

テンプレートに基本的にマッチングさせた後に、ターゲット被写体の画像を含むソース画
像を撮像するのに用いられてもよい。第１の動画オブジェクト抽出モジュールは、ソース
画像からプリセットされた構造テンプレート領域内にある接続された画素群を抽出して動
画オブジェクトを生成するのに用いられてもよい。
【０１１９】
　図１１は、本発明の動画オブジェクト取得ユニットの第２の実施例の機能構成を示す模
式図１１００である。図１１に示すように、動画オブジェクト取得ユニットは、第２の画
像撮影モジュールと、第２の構造テンプレート生成モジュールと、第２の動画オブジェク
ト抽出モジュールとを含むことができる。
【０１２０】
　第２の画像撮影モジュールは、ターゲット被写体を含むソース画像を撮影して取得する
のに用いられてもよい。第２の構造テンプレート生成モジュールは、ソース画像からター
ゲット被写体の構造を抽出し、構造内の線を簡略化する処理を行い、自動的に生成された
構造テンプレートを形成するのに用いられてもよい。第２の動画オブジェクト抽出モジュ
ールは、ソース画像から接続された画素群を抽出して、動画オブジェクトを生成するのに
用いられてもよい。
【０１２１】
　図１２は、本発明の動画オブジェクト取得ユニットの第３の実施例の機能構成を示す模
式図１２００である。図１２に示すように、動画オブジェクト取得ユニットは、第３の画
像撮影モジュールと、第３の構造テンプレート生成モジュールと、第３の動画オブジェク
ト抽出モジュールとを含むことができる。
【０１２２】
　第３の画像撮影モジュールは、撮影請求（要求）に応じて、ターゲット被写体の画像を
含むソース画像を撮影するのに用いられてもよい。第３の構造テンプレート生成モジュー
ルは、インタラクティブによってターゲット被写体の画像内のキーポイント位置を入力し
、キーポイントを接続させて、手動で生成された構造テンプレートを形成するのに用いら
れてもよい。第３の動画オブジェクト抽出モジュールは、ソース画像から接続された画素
群を抽出して、動画オブジェクトを生成するのに用いられてもよい。
【０１２３】
　なお、上記の第１の画像撮影モジュール、第２の画像撮影モジュール、第３の画像撮影
モジュール、及びその他の類似モジュールは、実際のニーズに応じて同じハードウェアで
実現することもできるし、異なるハードウェアで実現することもできるが、これらに限定
されるものではない。
【０１２４】
　図１３は、本発明の動画オブジェクトバインドユニットの第１の実施例の機能構成を示
す模式図１３００である。ここで、構造テンプレートは、ハンドルノードで構成され、図
１３に示すように、動画オブジェクトバインドユニットは、第１のメッシュ化処理モジュ
ールと、第１の動画オブジェクトバインドモジュールとを含むことができる。
【０１２５】
　第１のメッシュ化処理モジュールは、動画オブジェクトをメッシュ化処理するのに用い
られてよい。第１の動画オブジェクトバインドモジュールは、構造テンプレート内のハン
ドルノードに近いメッシュ点をメッシュ内で選択し、選択されたメッシュ点をメッシュ変
形の拘束点として使用して、動画オブジェクトを対応する構造テンプレートにバインドす
るのに用いられてよい。
【０１２６】
　図１４は、本発明の動画オブジェクトバインドユニットの第２の実施例の機能構成を示
す模式図１４００である。構造テンプレートは、骨格ツリーで構成され、図１４に示すよ
うに、動画オブジェクトバインドユニットは、第２のメッシュ化処理モジュールと、第２
の動画オブジェクトバインドモジュールとを含むことができる。
【０１２７】
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　第２のメッシュ化処理モジュールは、動画オブジェクトをメッシュ化処理するのに用い
られてよい。第２の動画オブジェクトバインドモジュールは、骨格ツリーをスキンする方
法を使用して、動画オブジェクトを対応する構造テンプレートにバインドするのに用いら
れてよい。
【０１２８】
　いくつかの実施例において、動画制作ユニットの動作形態は、プリセットされた動作に
よって構造テンプレートを動作させることと、プリセットされた運動ルールによって構造
テンプレートを動作させることと、人間とコンピュータの相互作用の入力によって、構造
テンプレート内のハンドルノード又は骨格ツリー内のノードをドラッグして、構造テンプ
レートを動作させることと、から選択される１つ又は複数であってもよい。
【０１２９】
　いくつかの実施例において、動画オブジェクトは、１つ以上のシーン内のターゲットオ
ブジェクトと、描画平面上に描画されたターゲット画像と、描画平面上に配置されたター
ゲット物品と、を含むことができる。描画平面には、プリセットされた背景が描画された
描画カード、又は単色を背景とした描画カードが含まれる。
【０１３０】
　いくつかの実施例において、動画を制作する装置は、動画オブジェクト録画ユニット、
動画ファイル生成ユニット、及び動画ファイル表示／記憶ユニットをさらに含むことがで
きる。
【０１３１】
　動画オブジェクト録画ユニットは、動画オブジェクトが動作する画面をフレーム毎に録
画するのに用いられてもよい。動画ファイル生成ユニットは、録画された画面に基づいて
動画ファイルを生成して、動画ファイルに背景や音声ファイルを配置するのに用いられて
もよい。動画ファイル表示／記憶ユニットは、動画ファイルを表示及び／又は記憶するの
に用いられてもよい。
【０１３２】
　なお、上記各実施例における動画を制作する装置は、動画を制作する方法の実行主体で
あってもよい。また、動画を制作する装置における各機能モジュールは、それぞれ各方法
の対応するフローを実現するためのものであってもよい。本発明の実施例において、ハー
ドウェアプロセッサ（ｈａｒｄ　ｗａｒｅ　ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）によって、関連機能モ
ジュールを実現してもよい。各機能モジュールは、それぞれの機能を実現すればよく、そ
の具体的な接続関係は限定されない。上記の実施例の動画を制作する装置は、動画を制作
する方法の内容に対応するため、当業者であれば、上記の各機能ユニットの具体的な動作
フローは、前述した方法の実施例における対応するフローを参照できることが自明である
ため、説明の便宜と簡潔のために、ここでは説明を省略する。
【０１３３】
　図１５は、本発明の動画を制作する装置の第１の実施例のフレーム構成を示す模式図１
５００である。図１５に示すように、動画を制作する装置は、メモリと、プロセッサと、
ディスプレイとを含むことができる。
【０１３４】
　メモリは、素材データ及びプログラムを記憶するのに用いられてもよい。プロセッサは
、メモリに記憶されたプログラムを実行してもよく、プログラムは、プロセッサに、動画
オブジェクトを取得することと、動画オブジェクトを対応する構造テンプレートにバイン
ドすることと、構造テンプレートを動作させて、構造テンプレートにバインドされた動画
オブジェクトを駆動して対応する動作をさせることと、を実行させる。モニタは、対応す
る一連の動作をする動画オブジェクトを表示するのに用いられてもよい。
【０１３５】
　図１６は、本発明の動画を制作する装置の第２の実施形態のフレーム構成を示す模式図
１６００である。
【０１３６】
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　図１６に示すように、当該装置は、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ：Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ
　Ｍｅｍｏｒｙ）に記憶されたプログラムや、記憶部からランダムアクセスメモリ（ＲＡ
Ｍ：Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）にロードされたプログラムに従って、
各種の適切な動作や処理を実行することが可能な中央処理装置（ＣＰＵ）を含むことがで
きる。ＲＡＭには、装置の動作に必要な各種プログラムやデータも記憶されている。ＣＰ
Ｕ、ＲＯＭ及びＲＡＭは、通信バスを介して互いに接続されている。入力／出力（Ｉ／Ｏ
）インタフェースもバスに接続されている。
【０１３７】
　キーボード、マウス等を含む入力部と、ブラウン管（ＣＲＴ：Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ
　Ｔｕｂｅ）や液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌ
ａｙ）等及びスピーカ等を含む出力部と、ハードディスク等を含む記憶部と、ＬＡＮカー
ドやモデム等のネットワークインタフェースカードを含む通信部とは、Ｉ／Ｏインタフェ
ースに接続されている。通信部は、インターネット等のネットワークを介して通信処理を
行う。ドライブは、必要に応じて、Ｉ／Ｏインタフェースに接続されている。磁気ディス
ク、光ディスク、光磁気ディスク、半導体メモリ等のリムーバブルメディアは、必要に応
じてドライブに装着され、そこから読み出されたコンピュータプログラムは、必要に応じ
て記憶部にインストールされる。
【０１３８】
　しかし、本発明が上記で説明され且つ図面で示された特定の構成及び処理に限定されな
いことは明らかである。なお、簡単のために、既存の方法の詳細な説明は省略する。上記
の実施例において、いくつかの具体的なステップを例として説明し図示した。しかし、本
発明の方法のプロセスは、説明され且つ図示された具体的なステップに限定されず、当業
者であれば、本発明の精神を理解した後に、様々な変更、修正、追加、又はステップ間の
順序の変更を行うことができる。
【０１３９】
　上述した構成ブロック図に示された機能ブロックは、ハードウェア、ソフトウェア、フ
ァームウェア、又はそれらの組み合わせによって実現されてもよい。ハードウェアで実現
される場合、例えば、電子回路、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、適切なファームウ
ェア、プラグイン、機能カード等であり得る。ソフトウェアに実現される場合、本発明の
要素は、所望のタスクを実行するために用いられるプログラム又はコードセグメントであ
る。プログラム又はコードセグメントは、機械可読媒体に記憶されてもよく、又は搬送波
で搬送されるデータ信号を介して伝送媒体又は通信リンク上で送信されてもよい。「機械
可読媒体」は、情報を記憶又は送信することができる任意の媒体を含み得る。機械可読媒
体の例には、電子回路、半導体メモリ装置、ＲＯＭ、フラッシュメモリ、消去可能ＲＯＭ
（ＥＲＯＭ）、フロッピーディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、光ディスク、ハードディスク、光フ
ァイバ媒体、無線周波数（ＲＦ）リンク等が含まれる。コードセグメントは、インターネ
ット、イントラネット等のコンピュータネットワークを介してダウンロードすることがで
きる。
【０１４０】
　また、本発明の各実施例における各機能ユニット又はモジュールは、１つの処理ユニッ
トに集積されていてもよく、各ユニットが単独で物理的に存在していてもよく、２つ以上
のユニットが１つのユニットに集積されていてもよい。上記集積されたユニットは、ハー
ドウェアの形態で実現されてもよく、ソフトウェアの機能ユニットの形態で実現されても
よい。
【０１４１】
　当業者であれば、上記の実施例はいずれも例示的なものであって、限定的なものではな
いことを理解すべきである。異なる実施例で現れる異なる技術的特徴を組み合わせて、有
益な効果を得ることができる。当業者であれば、図面、明細書、及び特許請求の範囲を検
討した上で、開示された実施例の他の変形実施例を実現することができることを理解すべ
きである。特許請求の範囲において、用語「含む」ことは、他の装置又はステップを排除
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するものではなく、不定冠詞の「一つ」は、複数を除外するものではなく、用語「第１」
、「第２」、「第３」は、名称を示すために用いられるものであって、特定の順序を示す
ためのものではない。特許請求の範囲における図面の符号はいずれも、特許請求の範囲を
限定するものとして解釈されてはいけない。特許請求の範囲に記載されている複数の部分
の機能は、１つの別個のハードウェア又はソフトウェアモジュールによって実現されても
よい。特定の技術的特徴が異なる従属請求項に存在しているが、有益な利益を得るために
これらの技術的特徴を組み合わせることができないことを意味するものではない。
【０１４２】
　当業者であれば、本明細書に開示された実施例で説明された各例のユニット及びアルゴ
リズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、又は両方の組合せに
よって実現することができるが、ハードウェアとソフトウェアとの互換性を明確に示すた
めに、各例の構成及びステップは、機能によって一般的に説明されていることは理解すべ
きである。これらの機能がハードウェアで実行されるか又はソフトウェアで実行されるか
は、技術案の具体的な用途と設計上の制約によって異なる。当業者であれば、特定の用途
ごとに異なる方法を使用して説明された機能を実現することができるが、このような実現
は本発明の範囲を逸脱するものと解釈されてはいけない。
【０１４３】
　以上、本発明の具体的な実施形態について説明したが、本発明の保護範囲はこれらに限
定されるものではなく、当業者であれば、本発明に開示された技術範囲内で、様々な均等
の変更又は置換を容易に想到することができるし、これら変更又は置換は本発明の保護範
囲内に属する。したがって、本発明の保護範囲は、特許請求範囲の範囲を基準とすべきで
ある。
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